
 

 

 

【 補助対象者 】 

・市内において親等と同居する者又は住宅を改修する年度の３月 31 日までに新たに親等と同  

居する者であって、その居住する住宅を改修する者 

【 補助対象経費 】 

・親等と同居するために行う 50 万円以上の住宅の改修であって、台所、浴室、トイレ、洗面所、

居室の改修及び改修に伴う内装工事に要する費用。 

【 補 助 額 】 

・補助対象経費の 25％に相当する額（1,000 円未満切捨て）以内とし、30 万円を上限とします。 

【 補助の条件 】※次の条件に全て該当する方 

⑴ 市内業者が請け負う場合に限ります。 

⑵ 事業の実施に当たって、本市の他の制度による補助金、助成金等を利用していないこと。 

⑶ 市町村民税（特別区民税含む）を滞納していないこと。 

⑷ 対象者全員が、法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員ではないこと。 

【 補助の回数 】  

⑴ 補助金の交付は、同一の世帯について１回を限度とします。 

⑵ 新築又は増築若しくは中古住宅の取得に対する補助と改修に対する補助の両方を同時に受

けることはできません。 

【 用語の解説 】 

⑴ 親  等 父母、祖父母等の親族をいう。 

⑵ 同  居 １棟の住宅又は同一敷地その他の市長が別に定める敷地にある２棟の住宅に家族

が生活している状態をいう。 

⑶ 市内業者 市内に本店又は支店が所在する法人又は個人事業主であって、建物の改修工事等

を行う業者をいう。 

【 交付申請書類等 】 

１ 申請者の住民票（世帯全員、続柄必要、本籍不要） 

２ 市町村民税（特別区民税含む）の完納証明書 

３ 誓約書兼同意書 

４ 工事請負契約書の写し 

５ 補助対象住宅の案内図、平面図、工事費内訳書の写し 

６ 施行する前の現況写真 

７ その他市長が特に必要と認める書類 

 

＼令和７年度飯山市三世代等同居住宅建設支援事業 （改修） ／ 

～世代間で支え合う機能を維持するため、三世代等で同居等する世帯への住宅に関する補助金～ 

（裏へつづく） 

お問合せ先   

飯山市役所 建設水道部 

移住定住推進課 移住定住係 

℡0269-67-0740（直通） 内線 254 

E-mail ijuteiju@city.iiyama.nagano.jp 

※上記の他に要件等ありますので 
まずは下記までお問い合わせください。 


